
 

 

令和８年度ＤＸを活用した６次化商品販売力強化事業 

（デジタルマーケティング実践支援業務）仕様書 

 

１ 業務名 

  令和８年度ＤＸを活用した６次化商品販売力強化事業（デジタルマーケティング実践支援業務） 

 

２ 業務の概要 

デジタル技術を生かした６次産業化を推進するため、ＤＸにより販売強化や経営発展に取り組

む６次産業化事業者等を対象に、ＳＮＳ等での情報発信方法や、デジタルマーケティングにつ

いての専門家相談、販売戦略、商品のＰＲにつながる実践的な取組等支援を実施する。 

 

３ 委託業務 

（１）ＤＸ専門家による支援 

ＤＸに取り組む６次産業化事業者等（５事業者程度）を公募し、ＳＮＳやＨＰ、動画等での情報発

信の改善、ＥＣサイトへの誘導など複数のＤＸ技術を連携・活用した販売戦略、顧客分析などについ

てデジタル技術等の専門的な知識を有する専門家を派遣し、課題解決を支援する。 

（２）ＤＸ商談支援 

動画、電子カタログ、データ化された顧客情報の分析結果を踏まえて、オンライン等を活用した商

談等を支援する。 

（３）ＥＣサイト活用によるブランド力向上支援 

ＤＸに取り組む６次産業化事業者等（３事業者程度）を公募し、新たな客層の確保が見込めるＥＣ

サイトでの販売を通じて、ＰＲ方法の改善や顧客ターゲットの分析などの取組を進めるとともに、こ

れらの取組を自社のＥＣサイト運営にも生かして販売力の強化を目指す事業者を育成・支援する。 

 

４ 実施体制 

（１）場所等 

ア 主な業務実施場所は岡山県内のオフィス（以下「オフィス」という。）とすること。 

イ 受託者は、事業者等が電話や電子メール等により相談しやすい環境を整えること。 

（２）業務実施者 

受託者は、ＤＸや６次産業化等に専門的な知識、経験、ネットワークを有する６次化ＤＸアドバイ

ザー等に当該業務を実施させること。 

（３）業務対応時間 

原則として、下記の日を除く日の８時３０分から１７時までの間とすること。 

ア 土曜日及び日曜日 

イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

（４）受付業務 

受託者は、業務対応時間内における県内６次化事業者等からの電話や電子メールでの相談等に対

応すること。 



 

 

５ 委託期間  

契約締結日から令和９年２月２６日（金）までの期間とする。 

※契約締結日は令和８年４月１日以降 

 

６ 委託料  

委託料は、８，９７６，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

 

７ 留意事項 

（１）本事業は国の交付金を活用し実施するため、当該交付金の予算措置がなかった場合は委託業務の内容

や委託料の上限額を変更することがある。また、国の要領等に変更が生じた時には、委託契約書に添付

する仕様書を変更することがある。 

（２）委託経費として計上できる経費は、令和８年度ＤＸを活用した６次化商品販売力強化事業（デジタル

マーケティング実践支援業務）に係る経費支出基準のとおりとする。 

（３）受託者は、委託業務を適正かつ円滑に実施するため、県と密接な連絡を行うとともに、業務を実施す

る上で疑義が生じた場合には､速やかに県と協議すること。 

（４）受託者は、県からの簡易な問い合わせに対して適切に対応すること。 

（５）受託者は､県が別に定める勤務実績簿を作成し､県に提出すること。ただし、当該様式と同様の水準の

情報を確認することが可能であれば、独自の様式を用いて差し支えないこととする。 

（６）受託者は、業務の実施に当たり、知り得た企業秘密、個人情報その他秘密に属する事項を第三者に漏

らしてはならない。また､自己の利益のために使用してはならない。この契約の終了後も同様とする。 

 

８ 会計関係帳簿等の整備 

受託者は、委託業務に係る会計関係帳簿等を整備し、委託業務完了後５年間保存するものとする。 

 

９ 事業成果の報告 

受託者は、業務完了後、業務完了報告書に次のものを添付して岡山県農林水産総合センターに提出し、

実地検査を受けること。 

（１）実績報告書（実施状況のわかる写真含む） 

（２）収支決算書の写し 

（３）勤務実績簿の写し 

（４）その他事業成果を補完する資料 



 

 

令和８年度ＤＸを活用した６次化商品販売力強化事業 

（デジタルマーケティング実践支援業務）に係る経費支出基準 

 

支出科目 経費の概要 

人 件 費 

職員及び専門家等の雇い入れに要する経費。 

ただし、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」

（平成22年9月27日付け22経第960 号大臣官房経理課長通知）に基づき、算

定し、その根拠資料を県に提出すること。 

報 償 費 講師、専門家等への謝礼。 

旅 費 

職員、講師等の旅費。 

ただし、原則として実費程度を支給することとするが、旅費の規程等に基

づく場合はこの限りではない。 

需 用 費 
消耗品費、燃料費、印刷費、ＷＥＢ商談会等に必要なサンプル代及びＰＲ

資材費、その他事業実施に必要な消耗品費。ただし、食糧費は対象外。 

役 務 費 
通信運搬費（郵便料、電信電話料及び運搬費等）その他事業実施に必要な

役務費。 

委 託 料 
デジタルマーケティングに係るＷＥＢ分析費、その他事業実施に必要な委

託料。 

使 用 料 
会場借上料、パソコンレンタル料、ＷＥＢ商談会等への出展小間料、備品

等のレンタル料、その他事業実施に必要な使用料及び賃借料。 

そ の 他 
事業を実施するために必要な経費。ただし、デ新しい地方経済・生活環境

創生交付金で対象外とされるものは除く。 

 


